
鈴鹿市都市公園条例施行規則 (昭和43年12月26日規則第31号) 

最終改正:令和３年３月23日規則第６号

改正内容:令和３年３月23日規則第６号 [令和３年４月１日]

○鈴鹿市都市公園条例施行規則
昭和43年12月26日規則第31号

改正
昭和57年６月30日規則第13号
平成６年４月26日規則第22号
平成16年12月28日規則第74号
平成19年９月28日規則第71号
平成23年３月31日規則第24号
平成29年３月31日規則第41号
令和３年３月23日規則第６号

鈴鹿市都市公園条例施行規則
（目的）
第１条 この規則は，鈴鹿市都市公園条例（昭和43年鈴鹿市条例第35号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
（行為の許可の申請等）
第２条 条例第４条第２項の申請書は，公園内行為許可申請書（第１号様式）によるものとする。
２ 条例第４条第３項の申請書は，許可事項変更許可申請書（第２号様式）によるものとする。
３ 市長は，条例第４条第１項又は第３項の規定による許可をしたときは，当該許可を申請した者に対し，都市公園許可証（第３号様式）を交付するものとする。
（公園施設の設置又は管理の許可の申請等）
第３条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条第１項前段の申請書は，公園施設（設置，管理）許可申請書（第４号様式）によるものとする。
２ 法第５条第１項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書は，許可事項変更許可申請書（第２号様式）とする。
３ 前条第３項の規定は，法第５条第１項の許可について準用する。
（都市公園の占用の許可の申請等）
第４条 法第６条第２項の申請書は，公園占用許可申請書（第５号様式）によるものとする。
２ 法第６条第３項本文の申請書は，許可事項変更許可申請書（第２号様式）とする。
３ 第２条第３項の規定は，法第６条第１項又は第３項本文の許可について準用する。
（保管した工作物等の一覧等）
第５条 条例第13条の２第３項の保管した工作物等の一覧は，保管工作物等一覧簿（第６号様式）によるものとする。
２ 条例第13条の２第３項の規則で定める場所は，都市整備部市街地整備課とする。
（保管した工作物等の売却の手続）
第６条 条例第13条の３第２項の規定による保管した工作物等の売却は，一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」という。）に付して行うものとする。た
だし，競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については，随意契約により売却することができる。
（保管した工作物等の返還の手続）
第７条 市長は，保管した工作物等（法第27条第６項の規定により売却した代金を含む。）を当該工作物等の所有者等に返還するときは，返還を受ける者にその氏名及び住所を証す
るに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の所有者等であることを証明させ，かつ，受領書（第７号様式）と引換えに返還するものとする。
（届出）
第８条 条例第15条（第16条において準用する場合を含む。）の規定による届出は，同条各号に掲げる行為をした日から７日以内に工事完了等届出書（第８号様式）により行うもの
とする。

附 則
この規則は，公布の日から施行する。

附 則（昭和57年６月30日規則第13号）
この規則は，昭和57年７月１日から施行する。

附 則（平成６年４月26日規則第22号）
１ この規則は，公布の日から施行する。
２ この規則の施行の際，改正前の鈴鹿市都市公園条例施行規則により調製した様式で現に残存するものは，当分の間，なお使用することができる。

附 則（平成16年12月28日規則第74号）
この規則は，公布の日から施行する。

附 則（平成19年９月28日規則第71号）
この規則は，平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成23年３月31日規則第24号）
この規則は，公布の日から施行する。

附 則（平成29年３月31日規則第41号）
この規則は，平成29年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月23日規則第６号）
（施行期日）
１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の日前に改正前の各規則の規定に基づいて調製した様式で現に残存するものは，この規則の施行の日以後においても，当分の間，なお使用することができる。



第１号様式（第２条関係）



第２号様式（第２条－第４条関係）



第３号様式（第２条関係）



第４号様式（第３条関係）



第５号様式（第４条関係）



第６号様式（第５条関係）



第７号様式（第７条関係）



第８号様式（第８条関係）


